
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
の減免について

　新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する時に、国民健康保険税・介護保
険料・後期高齢者医療保険料の減免を行います。

対象

①新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入また
　は給与収入（以下「事業収入など」という。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
・世帯の主たる生活維持者の事業収入などのいずれかの減少額（保険金などで補填される金額を控除し
　た額）が前年の当該事業収入などの額の 10 分の３以上であること
・世帯の主たる生活維持者の前年の合計所得金額が１０００万円以下であること
・減少が見込まれる世帯の主たる生活維持者の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が
　４００万円以下であること

減免額

①に該当するとき　　全額
②に該当するとき　　下記の表１によって算出した減免対象国民健康保険税額に、表 2 に基づく減免の
　　　　　　　　　　割合を乗じた額

減免の対象となる
国民健康保険税

納期限が、令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までのもの

前年の合計所得金額 減免の割合

３００万円以下 10 分の 10

４００万円以下 10 分の８

５５０万円以下 10 分の６

７５０万円以下 10 分の４

１０００万円以下 10 分の２

減免対象国民健康保険税額　＝

　（世帯全体の国民健康保険税額）

　×（主たる生計維持者の減少が見込まれる

　　　事業収入などに係る前年の所得額）

　÷（主たる生計維持者および世帯内のすべ

　　　ての被保険者の前年の合計所得金額）

表１
表２

対象

①新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第１号被保険
　者（65 歳以上）
②新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入また
　は給与収入（以下「事業収入など」という。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第１号被
　保険者（65 歳以上）
・事業収入などのいずれかの減少額（保険金などで補填される金額を控除した額）が前年の当該事業収
　入などの額の 10 分の３以上であること
・減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること

減免額

①に該当するとき　　全額
②に該当するとき　　下記の表１によって算出した減免対象介護保険料額に、表２に基づく減免の割合
　　　　　　　　　　を乗じた額

減免の対象となる
介護保険料

納期限が、令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までのもの

前年の合計所得金額 減免の割合

２００万円以下 10 分の 10

２００万円超 10 分の８

減免対象介護保険料額　＝
　（第 1 号被保険者の保険料額）　
×（主たる生計維持者の減少が見込まれる事業
　　収入などに係る前年の所得額） 
÷（主たる生計維持者の前年の合計所得金額）

表１ 表２

《介護保険料》

《国民健康保険税》

町からのお知らせ



対象

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入また
　は給与収入（以下「事業収入など」という。）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯。
・事業収入などのいずれかの減少額（保険金などで補填される金額を控除した額）が前年の当該事業収
　入などの額の 10 分の３以上であること
・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が１０0 ０万円以下であること
・減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。

減免額

①に該当するとき　　全額
②に該当するとき　　下記の表１によって算出した減免対象後期高齢者医療保険料額に、表２に基づく
　　　　　　　　　　減免の割合を乗じた額

減免の対象となる
後期高齢者医療

保険料
納期限が、令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までのもの

前年の合計所得金額 減免の割合

３００万円以下 10 分の 10

４００万円以下 10 分の８

５５０万円以下 10 分の６

７５０万円以下 10 分の４

１０００万円以下 10 分の２

減免対象後期高齢者医療保険料額　＝
　（被保険者の保険料額）　
×（主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る前年の所得額） 
÷（主たる生計維持者および世帯内のすべての被保険者の前年の合計所得金額）

表１

表２

《後期高齢者医療保険料》

　申請方法など詳しくは、お問い合せください。
【問い合わせ】税務出納課町民税係　☎ 85-6132（直通）


